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消費税の基本的仕組み

事業者は、課税売り上げにかかる消費税額から、
課税仕入れ等に係る消費税額（仕入控除税額）を控除した金額を納付。

出所）中央社会保険医療協議会・医療機関等における消費税負担に関する分科会（H25.6.20）
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社会保険診療における消費税の取扱い

社会保険診療は非課税だが、設備や医薬品、医療材料などの仕入れには
消費税が掛かっており、「控除対象外消費税」の負担が発生。

出所）中央社会保険医療協議会・医療機関等における消費税負担に関する分科会（H25.6.20）

※薬価、特定保険医療材料価格は既収載品・新規ともに消費税分が上乗せされて算定。 3



厚労省は、診療報酬によって手当て（+1.53%）していると説明。
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出所）日本医師会と日本私立医科大学協会の作成による消費税についての資料（H24.7.27）
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出所）日本医師会と日本私立医科大学協会の作成による消費税についての資料（H24.7.27）
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出所）日本医師会と日本私立医科大学協会の作成による消費税についての資料（H24.7.27）
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中医協における議論
• 消費税率８％引上げ時には、診療報酬とは別建ての
高額投資対応は実施せず、診療報酬改定により対応

基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心としつつ、
「個別項目」への上乗せを組み合わせる形で対応

①医科診療報酬では、
ア 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料
に上乗せする。

イ 病院については、診療所と初・再診料の点数を変えないように
するため、診療所に乗せた点数と同じ点数を初・再診料（外来
診療料を含む）に上乗せし、余った財源を入院料等に上乗せ
する。

②歯科診療報酬では、初・再診料に上乗せする。

③調剤報酬は、調剤基本料に上乗せする。
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控除対象外消費税額に関する
全国大学病院本院調査（平成24年度）

• 社会保険診療は非課税だが、設備や医薬品、医療
材料などの仕入れには消費税が掛かっている。

• 全国の大学病院本院の実態把握のために、
平成25年5月に実態調査（平成24年度分）を実施。
→ 全80大学病院本院中76施設から有効回答

医療機関に「控除対象外消費税」の負担が発生

※分院にはさまざまな機能や規模の病院が含まれることから、
特定機能病院である本院のみを対象として調査を実施。
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全国大学病院本院（回答76施設）の
控除対象外消費税額（平成24年度）

全80大学病院本院で年間推計555億円

控除対象外消費税は社会保険診療収入の2.76%にのぼる

社会保険診療収入 252億8,501万円

控除対象外消費税
6億9,414万円

（＝仕入に係る消費税 7億4,046万円
－仕入税額控除 4,631万円）

控除対象外消費税の
社会保険診療収入に占める割合

2.76％

１大学病院本院当たり平均



大学種別データ
（１大学病院本院当たり平均）

大学種別 社会保険診療収入 控除対象外消費税
控除対象外消費税の
社会保険診療収入に

占める割合

国立（41） 215億1,528万円 6億0,771万円 2.80％

公立（8） 221億1,239万円 6億8,963万円 3.17％

私立（27） 319億4,944万円 8億2,673万円 2.57％

旧帝（7） 326億1,103万円 8億7,621万円 2.67％

旧六（6） 241億4,437万円 7億5,038万円 3.07％

新八（8） 212億7,981万円 6億1,813万円 2.86％

旧設（12） 215億6,679万円 6億4,394万円 3.00％

新設（16） 160億5,265万円 4億4,532万円 2.76％
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消費税引き上げの影響試算（対5％時）

控除対象外消費税 11億1,062万円
（＋4億1,648万円）

控除対象外消費税の
社会保険診療収入に占める割合

4.42％
（＋1.66p）

8％引き上げ（１大学病院本院当たり平均）

控除対象外消費税 13億8,828万円
（＋6億9,414万円）

控除対象外消費税の
社会保険診療収入に占める割合

5.52％
（＋2.76p）

10％引き上げ（１大学病院本院当たり平均）

※あくまで機械的に試算したものである。
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